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◆箕輪町セーフコミュニティ、新たな出発◆
　箕輪町の安全安心なまちづくりであるセーフコミュニティ活動は、町民の皆様をは
じめ関係機関・団体のご支援ご協力により、5月27日に国際認証センターから再認証
となり、新たな出発をすることとなりました。
　活動は再認証自体が目的ではなく、その取組み過程や安全安心なまちづくりが地域
活性化にいかに貢献するかが重要で、今後とも地域に密着した地域住民のための活動
を行って参りますので、ご理解とご協力をお願いいたします。
　活動は箕輪町ホームページなどで、お知らせしておりますので、是非ご覧ください。

■ �箕輪町ホームページの「安全安心なまちづくりカテゴリ」にセーフコミュニティ欄
があります。

　〇 �各対策委員会の取り組みである「安全・安心の知恵袋」「命のカ
プセル」「夜光反射リストバンド」「靴かかと反射シール」などを
掲載しています。

　〇 �各地区推進協議会の活動状況欄もあります。

■ �活動状況及び結果をまとめ3月に全戸配布した、パンフレット「セ
ーフコミュニティみのわ」は、役場セーフコミュニティ推進室に
ありますので、必要な場合は、ご連絡ください。

セーフコミュニティ認証の町“箕輪町”

セーフコミュニティニュース
月 刊

第85号2010年（平成22年）5月1日創刊 〜あいさつで広げよう地域の絆〜

問合せ先 総務課　セーフコミュニティ推進室
� ☎79―3111（内線193）

児童手当受給者のみなさまへお知らせです�
　6月分以降の児童手当等を受けるには現況届の提出が義務づけられています。現況
届は、対象となるご家庭に6月上旬に郵送します。
　6月30日（金）までに役場子ども未来課までご提出ください。

◆提出がない場合には6月分以降の手当が受けられなくなりますのでご注意ください◆
　　　

現況届は、毎年6月1日の状況を把握し、児童手当を引き
続き受給する要件（児童の監護や保護、生計同一関係など）
を満たしているかを確認するためのものです。

【現況届に必要な添付書類】
　●請求者が被用者（会社員など）の場合
　　➡ 健康保険被保険者証の写し
　●平成29年1月1日に箕輪町に住民登録のなかった方
　　➡ 前住所地の市町村長が発行する所得証明書（平成28年所得 平成29年度課税分）

　このほかにも必要に応じて提出していただく書類があります。

問合せ先 子ども未来課　子育て支援係　☎79―3111（内線163）
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現況届ってなに？


